
藤
内
喜
六
先
生
追
悼
（
二
題
）

寛
永
キ
リ
シ
タ
ン
塔

　
　
－
別
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
塔
Ｈ
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
故
）
藤
　
内
　
喜
　
六

　
安
部
旅
先
生
か
亡
く
な
ら
れ
た
四
年
後
、
あ
と
を
退
う
よ
う
に

平
成
五
年
五
月
、
藤
内
喜
六
先
生
が
逝
去
な
さ
い
ま
し
た
。

　
先
生
は
、
本
丸
談
合
の
創
立
（
昭
和
六
十
二
年
十
月
）
以
来
、
亡

く
な
ら
れ
る
ま
で
初
代
の
理
事
長
を
勤
め
ら
れ
、
本
会
の
基
礎
を

固
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。
専
攻
は
「
考
古
学
」
で
、
中
学
校
長
退
職

後
も
当
別
府
市
文
化
財
調
査
委
員
会
の
中
核
的
役
割
を
果
た
し
な
が

ら
、
本
会
の
運
営
に
も
七
を
く
だ
き
尽
力
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　
役
員
一
同
、
先
生
の
ご
遺
志
に
そ
う
よ
う
今
後
と
も
努
力
す
る

こ
と
を
誓
い
、
先
生
の
遺
稿
（
二
題
）
を
再
録
し
て
、
ご
冥
福
を

お
祈
り
致
し
ま
す
。

　
　
平
成
十
五
年
九
月
秋
彼
岸
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
談
会
役
員
一
同

　
去
る
平
成
五
年
五
月
に
逝
去
さ
れ
た
藤
内
喜
六
先
生
が
、
昭
和

四
十
一
年
「
石
垣
地
区
史
料
集
」
に
発
表
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
す
。
こ

の
レ
ポ
ー
ト
は
、
別
府
市
の
キ
リ
シ
タ
ン
塔
研
究
の
先
駆
け
と
な
り
、

キ
リ
シ
タ
ン
塔
の
型
式
分
類
、
編
年
の
基
準
と
な
る
も
の
で
す
。

　
　
第
一
号
塔
　
寛
永
十
年
キ
リ
シ
タ
ン
塔

　
　
第
二
号
塔
　
寛
永
キ
リ
シ
タ
ン
塔

　
　
第
三
号
塔
　
寛
永
キ
リ
シ
タ
ン
塔

　
　
第
四
号
塔
　
寛
永
キ
リ
シ
タ
ン
塔

（3）（2）（1）

　
第
一
号
塔
　
寛
永
十
年
キ
リ
シ
タ
ン
塔

　
位
置
　
大
分
県
別
府
市
大
字
南
石
垣
二
四
九
の
一
番
地

　
所
有
者
　
同
所
　
屋
田
米
太
郎

　
発
見
の
動
機
及
び
歴
史
的
環
境

終
戦
後
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
は
全
国
的
に
行
な
わ
れ
は
じ
め
、

大
分
県
で
は
も
ち
ろ
ん
別
府
地
区
周
辺
で
も
と
く
に
内
成
、
朝
見
、
枝

郷
、
東
山
の
各
地
区
で
多
数
の
キ
リ
シ
タ
ン
塔
が
発
見
さ
れ
た
。

　
こ
の
結
果
、
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
史
料
い
特
に
塔
は
別
府
市
南
部
の

山
義
郎
に
密
集
し
て
お
り
、
朝
見
川
以
北
は
未
発
見
の
状
態
で
、
朝
見

川
以
北
の
地
区
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
塔
は
存
在
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
て

い
た
。
事
実
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
去
る
八
月
九
日
（
昭
和
三
九
年
）
、
現
所
有
者
の
屋
田
未
太
郎
氏
が

来
訪
し
、
自
分
の
宅
地
内
に
あ
る
墓
地
に
、
新
聞
な
ど
に
出
て
い
る
キ

１
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リ
シ
タ
ン
塔
の
十
字
の
よ
う

な
も
の
が
つ
い
て
い
る
の
が

あ
る
の
で
見
て
く
れ
な
い
か
、

と
い
う
話
だ
っ
た
。
早
速

調
査
し
て
み
る
と
、
キ
リ
シ

タ
ン
塔
研
究
に
必
要
な
年
号

銘
の
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
塔
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
義
は
、
報

告
書
の
最
後
の
項
に
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
第

一
号
塔
及
び
第
二
号
塔
と
も

昭
和
三
九
年
八
月
十
三
日
に

実
測
を
完
了
し
た
。

　
こ
の
墓
地
に
は
、
江
戸
時
代
元
禄
・
享
保
・
元
文
・
宝
暦
・
明
和
・

文
化
・
文
政
・
天
保
・
嘉
禾
な
ど
の
が
多
く
あ
る
が
、
こ
の
墓
地
内
の

北
隅
に
「
経
王
一
宇
一
石
塔
（
宝
暦
十
一
年
）
」
を
中
心
に
五
輪
塔
な

ど
各
種
の
墓
石
を
寄
せ
あ
つ
め
て
い
る
。
そ
の
「
経
王
一
字
一
石
塔
」

の
四
角
の
石
積
み
の
後
の
両
面
に
キ
リ
シ
タ
ン
塔
を
配
置
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
建
立
後
の
い
つ
頃
か
に
集
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
墓
地
の
北
隅
に
徳
林
禅
庵
と
い
う
庵
が
現
存
し
て
い
る

が
、
現
在
の
建
物
は
安
政
年
間
に
焼
失
後
再
建
さ
れ
、
更
に
昭
和
十
六

年
に
建
て
増
し
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
徳
林
禅
庵
に
関
す
る

古
文
書
は
全
く
残
っ
て
い
な
い
。
鐘
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
庵
の
創
立

年
代
に
つ
い
て
は
全
く
手
が
か
り
が
な
い
。

　
こ
の
付
近
の
遺
物
と
し
て
他
に
キ
リ
シ
タ
ン
塔
二
基
が
あ
る
が
最
後

に
付
記
し
て
お
く
。

　
こ
れ
ら
の
時
代
は
、
鎖
国
令
（
寛
永
十
六
年
∴
六
三
九
）
の
出
る

時
代
で
あ
り
、
領
主
は
天
領
の
領
地
で
江
戸
幕
府
旗
本
筑
紫
氏
で
あ
っ

た
ら
し
い
（
寛
永
四
年
・
ヱ
八
二
七
よ
り
天
保
四
年
・
ヱ
八
四
七
）
。

こ
の
た
め
、
キ
リ
シ
タ
ン
塔
の
戒
名
が
書
か
れ
た
理
由
が
理
解
で
き
る

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
戒
名
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
の
寺
か
ら
受

け
た
の
だ
ろ
う
か
。
南
石
垣
の
禅
寺
で
あ
る
宝
泉
寺
も
寛
永
六
年
の
建

立
で
あ
る
か
ら
関
係
は
な
い
し
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

㈲
　
寛
永
十
年
キ
リ
シ
タ
ン
塔

　
「
第
一
号
塔
」
の
外
観
及
び
部
分
的
構
造

　
こ
の
塔
の
総
高
は
約
九
三
、
五
糎
で
あ
る
。
相
輪
部
の
伏
鉢
が
や
や

破
損
し
て
い
る
が
逆
花
の
逆
算
か
ら
大
体
の
総
高
が
把
握
で
き
る
。
石

質
は
凝
灰
岩
で
全
体
的
に
相
輪
部
は
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

が
キ
リ
シ
タ
ン
塔
の
特
色
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
塔
全
体
に
重

厚
な
安
定
感
を
与
え
る
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
露
盤
・
蓋
・
塔

身
・
台
座
の
直
線
の
硬
感
に
相
輪
部
や
蓋
の
両
端
の
曲
線
が
や
わ
ら
か

い
感
じ
を
与
え
て
い
る
。

２



図
Ａ
　
第
一
号
塔
実
測
図

図2.台座正面
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一

Ｉ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・

先
祖

　
尾
田
甚
左
衛
門

● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ● ●

①
　
台
座

　
台
座
の
高
さ
十
五
、
五
糎
、
幅
は

二
、
九
五
糎
で
、
台
座
下
部
は
荒
削
り

で
あ
る
。
台
座
正
面
の
や
や
中
心
部

に
右
上
が
り
の
十
字
の
線
彫
り
が
見
ら

れ
る
（
上
図
）
。
こ
の
線
彫
り
の
十
字

は
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
塔
に
見
ら
れ
る

が
、
右
上
が
り
の
も
の
と
右
下
が
り
の

二
種
類
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由

は
不
明
で
あ
る
。

　
塔
身
下
面
部
と
接
触
す
る
台
座
の
上

面
部
は
図
１
に
あ
る
よ
う
に
周
囲
を
五

糎
残
し
深
さ
〇
、
八
糎
の
く
り
こ
み
が

あ
り
、
そ
の
中
央
部
に
、
図
１
の
十
字

が
深
さ
〇
、
七
糎
に
彫
ら
れ
、
そ
の
断

面
は
ゆ
る
や
か
な
Ｕ
字
状
で
あ
る
。

②
　
塔
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
塔
身
は
総
高
二
八
、
六
糎
で
台
座
及
び
蓋
の
く
り
こ
み
に
そ
れ
ぞ
れ
〇
、
八
糎
の
は
め
こ
み
に
な
る

の
で
外
面
に
見
え
る
部
分
は
二
六
糎
で
あ
る
。

　
正
面
に
は
右
よ
り
「
寛
永
十
酉
天
・
果
翁
宗
栄
信
士
・
九
月
廿
三
日
」
の
十
六
文
字
が
彫
刻
さ
れ
、

キ
リ
シ
タ
ン
塔
の
編
年
研
究
に
も
っ
と
も
貴
重
な
年
代
を
伝
え
て
い
る
。

　
蓋
下
面
部
と
接
触
す
る
塔
身
上
面
部
に
は
図
３
の
十
字
が
深
さ
〇
、
七
糎
に
彫
ら
れ
、
塔
身
下
部

－３－



ぽ
く

府
周
辺
地
区
の
キ
リ
シ

タ
ン
塔
彫
刻
と
し
て
は

図3.塔身上部

図4.塔身下部

初
め
て
の
も
の
で
あ
″
る
。
こ
の
彫
刻
の
作
成
意
図
は
歴
史
的
意
義
の
項

で
述
べ
た
い
。
（
註
一
ト
定
＝
古
凶
を
占
い
定
め
る
こ
と
）

　
塔
身
下
部
及
び
上
部
の
十
字
の
断
面
は
台
座
上
部
と
同
じ
よ
う
に
ゆ

直
線
の
硬
い
感
じ
を
蓋
の
左
右
の
ゆ
る
い
曲
線
で
や
わ
ら
か
な
感
じ

を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
四
面
に
は
図
Ａ
の
断
面
図
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
装
飾
彫
刻
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
精
巧
を
き
わ
め
て
い
る
。
正
面
に
は

右
上
が
り
の
十
字
の
線
彫
り
が
あ
る
。
蓋
下
面
部
は
深
さ
〇
、
八
糎
で

一
八
、
五
糎
四
方
の
塔
身
受
け
こ
み
の
く
り
こ
み
が
あ
り
、
そ
の
や
や

中
央
部
に
塔
身
下
面
部
と
同
じ
よ
う
な
深
さ
〇
、
七
糎
の
ト
定
の
彫
刻

が
あ
る
。

る
や
か
な
Ｖ
字
状
で
あ
る
。
な
お
、
塔
身
正
面
よ
り
右
側
面
に
は
「
先
　
　
④
　
相
輪

祖
　
屋
田
甚
左
衛
門
」
の
八
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

③
　
蓋

　
蓋
は
宝
証
印
塔
型
式
の
略
式
で
馬
耳
形
突
起
は
な
い
。
こ
の
型
が

別
府
周
辺
で
は
割
合
多
く
見
ら
れ
る
型
式
で
あ
る
。
ま
た
、
露
盤
の図6.蓋下部

　
高
さ
三
二
、
五
糎
で
あ
る
が
伏
鉢
の
基
部
が
破
損
し
て
い
る
。
全
体

的
に
曲
線
で
優
雅
さ
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
十
字
や
そ
の
他
の
装
飾

的
彫
刻
も
全
く
な
く
、
前
述
の
ゆ
る
や
か
な
曲
線
に
よ
る
素
朴
な
美
し

さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
な
お
、
図
Ａ
に
あ
る
ご
と
く
正
面
中
央
部
に

解
読
不
明
の
墨
書
さ
れ
た
梵
字
が
見
え
る
が
、
今
後
の
研
究
に
よ
り
解

読
で
き
る
も
の
と
思
う
。

⑤
　
歴
史
的
意
義

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
塔
の
時
代
、
南
石
垣
地
区
は
幕
府
の
直
轄

領
で
あ
り
、
寛
永
の
鎖
国
令
の
だ
さ
れ
る
約
六
年
前
で
あ
っ
た
。
当
時

は
次
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。

ヱ
八
二
三
　
元
和
　
九
　
　
家
光
将
軍
と
な
る

－４－



一
六
二
八

ヱ
八
二
九

ヱ
八
三
三

寛
永

寛
永

寛
永

五
　｜．

ノヘ

十

一
六
三
五
　
寛
永
十
二

ヱ
八
三
七
　
寛
永
十
四

一
六
三
八
　
寛
永
十
五

ヱ
八
三
九
　
寛
永
十
六

重
ね
て
天
主
教
を
禁
ず

踏
絵
の
令
を
発
す
る

重
ね
て
切
り
支
丹
厳
禁
令
を
発
す
る

（
第
一
号
塔
）

耶
蘇
教
厳
禁

島
原
の
乱
起
こ
る

島
原
の
乱
平
定

鎖
国
令

　
こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
徒
は
密
か
な
信
仰
に

よ
り
封
建
社
会
に
小
さ
な
抵
抗
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
塔
の
正
面
に

は
仏
式
戒
名
を
刻
み
、
台
座
・
塔
身
・
蓋
の
接
触
面
に
十
字
を
彫
り
こ

み
、
装
飾
的
彫
刻
に
見
せ
か
け
る
あ
た
り
信
仰
の
執
念
を
感
じ
る
。
そ

れ
ら
の
彫
刻
は
、
何
を
あ
ら
わ
す
の
か
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
は
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。

○
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
を
偽
る
た
め
の
装
飾
で
あ
る
。

　
　
塔
身
正
面
及
び
右
側
面
の
仏
式
の
彫
刻
で
キ
リ
シ
タ
ン
宗
で
あ
る

　
　
こ
と
を
カ
ム
（
モ
）
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
、
台
座
・
塔
身
・
蓋
の
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
彫
刻
を
装
飾
と
思
わ
せ
る
。

○
全
部
十
字
を
表
す
。

　
　
塔
身
下
面
部
の
ト
定
彫
刻
と
蓋
下
面
部
の
ト
定
彫
刻
は
重
ね
る
と

　
　
十
字
と
な
る
。
だ
か
ら
見
え
な
い
部
分
に
大
十
字
が
三
つ
で
き
る

　
　
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
※
　
　
※
　
　
※
　
　
※
　
　
※
　
　
※

　
紙
面
の
都
合
に
よ
り
、
第
二
・
三
・
四
号
塔
の
記
載
は
省
略
さ
せ
て

戴
き
ま
し
た
。
詳
細
を
知
り
た
い
方
は
本
誌
第
七
号
（
一
九
九
三
年
）

を
参
照
し
て
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
編
集
部
）

地
獄
の
噴
気
を
利
用
し
た
食
べ
物

　
現
在
の
別
府
温
泉
が
、
古
代
よ
り
薬
湯
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た

と
さ
れ
る
一
つ
の
挿
話
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
伊
掠
風
土
記
（
逸
文
）
に
「
大
穴
持
命
が
気
絶
し
た
少
彦
名
命
を
蘇
　
　
一

生
さ
せ
る
た
め
’
豊
後
の
速
見
の
湯
を
、
海
（
別
府
湾
）
底
に
下
樋
を

く
ぐ
ら
せ
て
引
湯
し
、
少
彦
名
命
に
そ
の
湯
を
か
け
て
蘇
生
さ
せ
た
。

こ
れ
が
道
後
温
泉
の
起
こ
り
で
あ
る
・
：
」
と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
『
現

在
の
愛
媛
県
の
道
後
の
温
泉
は
「
速
見
の
湯
（
別
府
温
泉
）
」
で
あ
る
』

と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
別
府
地
方
の
人
々
も
、
古
代
よ
り
温
泉
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
次
の
史
料
か
ら
で
も
想
像
で
き
る
。

　
時
代
は
降
る
が
、
江
戸
時
代
の
記
録
に
「
里
の
農
民
、
常
に
浴
び
て

（
温
泉
）
そ
の
業
を
な
す
に
、
終
日
耕
や
し
、
暮
れ
に
及
び
て
、
温
泉

に
浴
び
て
家
に
帰
れ
ば
、
筋
骨
や
わ
ら
ぎ
て
、
そ
の
日
の
労
を
た
ち
ま
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